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【所管部局】市民部、福祉保健部

【所管部局】経済部、建設部、農業委員会

議会の円滑な運営を図るために、会期の決定や

議会の運営、議事の取り扱いなどを協議します。

市議会の活動状況を広く市民にお知らせし、

議会に対する理解と関心を深めてもらうため、

市議会だよりを編集します。

三条市立大学および三条看護・医療・

歯科衛生専門学校に係る

調査・研究を行います。

市民福祉常任委員会

経済建設常任委員会

議会運営委員会

議会報編集委員会

高等教育機関調査特別委員会

（定数7人）

（定数8人）

（各会派および無所属議員）

（定数20人）

名
な ご や
古屋　豊

ゆたか

清風クラブ
西潟
３期

野
のざきひさお
嵜久雄

自由クラブ
一ノ門二丁目

２期

野
のざきまさし
崎正志

公明党議員団
新光町
４期

坂
さかいりょうえい
井良永

日本共産党議員団
福島新田
３期

佐
さとうかずお
藤和雄

自由クラブ
泉新田
５期

武
たけいしえいじ
石栄二

自由クラブ
南中
５期

森
もりやま
山　昭

あきら

自由クラブ
貝喰新田
４期

山
やまだとみよし
田富義

清風クラブ
林町二丁目
３期

西
にしかわしげのり
川重則

清風クラブ
島田三丁目
５期

小
こばやし
林　誠

まこと

日本共産党議員団
島潟
５期

岡
おかだりゅういち
田竜一

清風クラブ
上保内
３期

長
ながはしかずひろ
橋一弘
無所属
元町
２期

佐
さとうそうじ
藤宗司
無所属
上谷地
５期

委員長

委員長

副委員長

副委員長

委 員 長
副委員長

委 員 長
副委員長

委 員 長
副委員長

森山　昭
岡田竜一
野嵜久雄　　馬場博文　　横山一雄　　酒井　健　　西沢慶一　　笹川信子

坂井良永
野崎正志
野嵜久雄　　酒井　健　　長橋一弘

横山一雄
笹川信子
長橋一弘　　坂井良永　　馬場博文　　野嵜久雄　　酒井　健　　岡田竜一　　山田富義
小林　誠　　西沢慶一　　森山　昭　　野崎正志　　名古屋豊　　佐藤宗司　　武石栄二
阿部銀次郎　佐藤和雄　　久住久俊　　西川重則

【所管部局】議会事務局、総務部、サービスセンター、

会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、教育委員会、消防本部、その他

久
くすみひさとし
住久俊

自由クラブ
塚野目四丁目

５期

横
よこやまかずお
山一雄

清風クラブ
麻布
５期

西
にしざわけいいち
沢慶一

日本共産党議員団
西四日町二丁目

３期

笹
ささがわのぶこ
川信子

公明党議員団
島田三丁目
４期

馬
ばばひろふみ
場博文

自由クラブ
林町一丁目
1期

酒
さかい
井　健

つよし

清風クラブ
長野
２期

総務文教常任委員会

名前
所属会派
住所

期数（新市から）

委員長 副委員長

阿
あべ ぎ ん じ ろ う
部銀次郎
自由クラブ
上保内
５期

（定数8人）

※欠員1人

市
議
会
の
新
体
制
決
ま
る

常任
委員会

始
動

副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ　

山
田
富
義

議
長
就
任
あ
い
さ
つ　

佐
藤
和
雄
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６
月
定
例
会
に
お
い
て
副
議
長
に
選
出
さ
れ

ま
し
た
。議
長
の
補
佐
役
と
し
て
職
責
の
重
さ

を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
に
入
っ
て
、新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ルス
の

感
染
拡
大
は
、三
条
市
の
経
済
に
も
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。こ
の
難
局
の
中
、市
議

会
と
し
て
、市
民
の
皆
様
に一
番
必
要
な
事
は
何

か
を
考
え
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
当
面
の
課
題

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
指
導
、ご
鞭
撻
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、議
員
の
皆
様
か
ら
推
挙
さ
れ
議
長

に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。議
長
と
い
う
重
責
に
身

の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

　

安
全
・
安
心
か
つ
活
力
あ
る
三
条
市
の
実
現

に
向
け
、市
議
会
が
持
て
る
力
を
十
分
発
揮
で

き
る
よ
う
、全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
る
決
意
で
あ

り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、市
議
会
に

対
し
、よ
り
一
層
の
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市の͏ߦ 議Ҋにؔࣄ Δ͢ௐࠪをޮత、ઐతに͏ߦ たΊ議会がઃஔ Δ͢

のͰ、ࡾ市に̏ ͭ り͋、議員͍ ͣれかにॴଐしま͢ 。議Ҋ、ຊ会議Ͱ にܾͪ

ΊΔの͋ りま͢ が、市の͏ߦ ͘が෯ࣄ ༰ෳࡶͳたΊ、議Ҋئの৹ࠪ

をৗҕ員会にୗしͯ 、ॴ部ہからৄ し͍ આ໌をड͚、࣭ ٙをͯͬߦ ҕ員会ͱ

しͯ の݁をग़し、ຊ会議にใࠂしま͢ 。

議
長

佐
藤
和
雄

副
議
長

山
田
富
義

（定数7人）

※欠員1人
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令和2年
（2020年）

�

　

６
月
定
例
会
は
、６
月
15
日
か
ら
30
日
ま
で
の
16

日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

初
日
は
、全
国
市
議
会
議
長
会
の
表
彰
状
伝
達

式
や
申
し
合
わ
せ
に
よ
る
役
職
改
選
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任

命
」や「
監
査
委
員
の
選
任
」な
ど
の
人
事
案
件
５

件
に
つ
い
て
採
決
の
結
果
、い
ず
れ
も
同
意
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、「
三
条
市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
制
定
」な
ど
の
条
例
案
件
、「
三
条

庁
舎
耐
震
改
修
高
層
棟
建
築
本
体
工
事
」の
請
負

契
約
の
締
結
、ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
、消
防
ポ
ン
プ

自
動
車
の「
動
産
の
取
得
」、Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構

想
に
伴
う
学
校
の
情
報
通
信
環
境
の
整
備
に
係
る

経
費
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ「
令
和
２
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算
」約
10
億
４
６
０
０
万
円
な
ど

28
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
議
案
は
、各
常
任
委
員
会
な
ど
で
の
審

査
を
経
て
、採
決
の
結
果
、全
て
原
案
の
と
お
り
可

決
、同
意
ま
た
は
承
認
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
に
活
用
す
る
た

め
、政
務
活
動
費
補
助
金
を
減

額
す
る「
三
条
市
議
会
政
務
活

動
費
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
制
定
」の
議
員
発
案
を

原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
ほ
か
、

請
願
の
採
択
に
伴
い
、国
会
や

関
係
行
政
庁
へ
そ
れ
ぞ
れ
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

͜͜Ͱٞ会ʹ·ͭΘΔ౾͖ͪ͠Λ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ɻߟࢀʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

্ͷද֤ٞҊʹ͍ͭͯͷࢍ൱ҰཡΛ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ɻࡾࢢॴͷ � ֊ͱ � ֊Ͱ会͕͓ٞ͜ͳΘΕ͍ͯ·͢ɻ

議　案　賛　否　一　覧 ○：議案に対して賛成　×：議案に対して反対

無

所

属

公
明
党
議
員
団

日
本
共
産
党
議
員
団

清
風
ク
ラ
ブ

自
由
ク
ラ
ブ

区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 審査した委員会 7 6 3 2 2
 〔市長提出〕

人
事

議第１号 教育委員会教育長の任命につ
いて

教育委員会教育長長谷川正二さんは、令和２年７月25日に任期満了
することとなるので、その後任教育長として長谷川正二さんを任命す
るもの　任期：３年

○ ○ ○ ○ ※1 同　
意

議第２号 教育委員会委員の任命につい
て

教育委員会委員小林吾郎さんは、令和２年７月25日に任期満了する
こととなるので、その後任委員として小林吾郎さんを任命するもの 
任期：４年

○ ○ ○ ○ ○ 同　
意

議第３号 公平委員会委員の選任につい
て

公平委員会委員古澤冨雄さんは、令和２年６月29日に任期満了する
こととなるので、その後任委員として金川寿泰さんを選任するもの 
任期：４年

○ ○ ○ ○ ○ 同　
意

議第４号 固定資産評価審査委員会委員
の選任について

固定資産評価審査委員会委員稲田望さんは、令和２年６月29日に任
期満了することとなるので、その後任委員として稲田望さんを選任す
るもの　任期：３年

○ ○ ○ ○ ○ 同　
意

条　
例

議第５号 三条市長の給料月額の特例に
関する条例の制定について

新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の経費に充てるため、市
長の給料月額を減額することから、本条例を制定するもの 
施行期日：令和２年７月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第６号
三条市新型コロナウイルス感
染症対策基金条例の制定につ
いて

新型コロナウイルス感染症対策を推進するため、三条市新型コロナウ
イルス感染症対策基金を設置することから、本条例を制定するもの 
施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第７号 三条市立図書館条例の制定に
ついて

市民の豊かな知性および感性を育む多彩な学習活動の活発化を図り、
もって市民の教育および文化の発展ならびにまちなかのにぎわい創出
に寄与するため、新たに複合施設として三条市立図書館を設置するこ
とから、本条例の全部改正を行うもの　施行期日：規則で定める日

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第８号 三条市選挙公報発行条例の一
部改正について

公職選挙法の一部改正に伴い、選挙公報の掲載文について電磁的記
録による提出が認められたことから、当市においてもこれに準じ、必要
な改正を行うもの　施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第９号 三条市税条例等の一部改正に
ついて

地方税法の一部改正に伴い、本市においてもこれに準じて規定を整
備するなど、必要な改正を行うもの　施行期日：公布の日等 総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第10号 三条市国民健康保険税条例の
一部改正について

地方税法の一部改正に伴い、本市においてもこれに準じ、必要な改正
を行うもの　施行期日：令和３年１月１日 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第11号
三条市特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の
一部改正について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育
て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保
育事業の運営に関する市が従うべき基準が改められたことから、本市
においてもこれに従い、必要な改正を行うもの　施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第12号
三条市家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正について

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、
家庭的保育事業等の運営に関する市が従うべき基準が改められたこ
とから、本市においてもこれに従い、必要な改正を行うもの　
施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第13号
三条市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部改正に
ついて

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正
に伴い、放課後児童支援員の認定資格研修に係る要件を改めること
から、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第14号 三条市介護保険条例の一部改
正について

介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の介護保険料を軽
減するため、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日（令和２年４月１日から適用）

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第15号 三条市都市公園条例の一部改
正について

大崎山公園のより効率的な運営および市民サービスの向上を図るた
め、指定管理区域を拡大することから、必要な改正を行うもの
施行期日：令和３年４月１日

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第16号 三条市立理科教育センター設
置条例の一部改正について

理科教育センターを、学習指導要領における理科教育の内容にとど
まらず、広く科学教育に関する内容を取り扱う教育機関とし、新たに
設置する三条市立図書館内に移転することから、必要な改正を行う
もの　施行期日：規則で定める日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

会　  　派　　 名
(下段は所属議員数）

議　　　　案

議

決

結

果

自 由 ク ラ ブ ○久住久俊　阿部銀次郎　佐藤和雄　森山　昭　武石栄二　野嵜久雄　馬場博文
清 風 ク ラ ブ ○西川重則　横山一雄　山田富義　岡田竜一　名古屋豊　酒井　健
日本共産党議員団 ○小林　誠　西沢慶一　坂井良永
公 明 党 議 員 団 ○野崎正志　笹川信子
無 所 属 　佐藤宗司　長橋一弘

会 派 所 属 議 員 ※○：会派の代表者

無

所

属

公
明
党
議
員
団

日
本
共
産
党
議
員
団

清
風
ク
ラ
ブ

自
由
ク
ラ
ブ

区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 審査した委員会 7 6 3 2 2
 〔市長提出〕

そ
の
他

議第17号 市道路線の認定について 認定路線　２路線　実延長　213.5ｍ 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第18号
三条庁舎耐震改修高層棟建築
本体工事請負契約の締結につ
いて

耐震補強ブレース設置
高強度ポリエステル繊維補強および構造スリット　ほか
契約金額 4億7,190万円　契約者 樟・外山特定共同企業体

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 同　
意

議第19号 動産の取得について ロータリー除雪車 １台　取得金額 4,449万5,000円
契約者 株式会社日の出自動車 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 同　

意

議第20号 動産の取得について 消防ポンプ自動車 １台　取得金額 5,148万円
契約者 新潟モリタ株式会社 総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 同　

意

予　
算

議第21号 令和２年度三条市一般会計補
正予算

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用
し、介護施設等に配布する感染拡大防止に必要な物資を購入する
とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対す
る支援を拡充し、雇用の維持や事業継続支援などを行うほか、介
護施設の整備に対する補助金やＧＩＧＡスクール構想に伴う学校
の情報通信環境の整備などについて、必要な予算措置を行うもの 
補正額 9憶4,725万4,000円　補正後の額  626億1,405万円

総務文教常任委員会 
市民福祉常任委員会 
経済建設常任委員会

○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第22号 令和２年度三条市介護保険事
業特別会計補正予算

消費税率の引上げに伴い、低所得の第１号被保険者に対する介護保
険料を軽減するため、その所要額を一般会計から繰入れ、第１号被
保険者保険料を減額するもの
補正額 0円　補正後の額 102億8,120万円（歳入予算の款項の金額の補正）

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第23号 令和２年度三条市一般会計補
正予算

新型コロナウイルス感染症への対応に係る国の補正予算を活用し、
ひとり親世帯等へ臨時特別給付金を給付するほか、国等が実施する
各種支援制度の活用を事業者に促す体制を構築するため、必要な予
算措置を行うもの
補正額 １億269万6,000円　補正後の額 627億1,674万6,000円

総務文教常任委員会 
経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

人　
事 議第24号 監査委員の選任について 議員のうちから選任された本市監査委員森山昭さんは、令和２年６月

15日に退職したので、その後任委員として武石栄二さんを選任するもの ○ ○ ○ ○ ○ 同　
意

予　
算 議第25号 令和２年度三条市一般会計補

正予算
三条市議会政務活動費の月額の特例に関する条例の制定に伴う
政務活動費補助金の減額について、必要な予算措置を行うもの 
補正額 △360万円　補正後の額 627億1,314万6,000円

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

報　
告

報第１号
専 決 処 分 報 告 に つ い て 

（三条市税条例等の一部改正
について）

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）が令和２
年４月30日に公布され、同日から施行されたことに伴い、本市におい
てもこれに準じ、必要な改正を行ったもの
専決処分日：令和２年５月２日　施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 承　
認

報第２号
専 決 処 分 報 告 に つ い て 

（令和２年度三条市一般会計補
正予算）

新型コロナウイルス感染症対策により影響を受ける事業者に対する支
援を拡充し、雇用の維持と事業継続支援を行うほか、感染症対策によ
り帰省できない県外在住学生へ応援物資を送る市民団体を支援する
ため、必要な予算措置を行ったもの
補正額 １億2,363万9,000円 補正後の額 616億2,448万円
専決処分日：令和２年５月12日

総務文教常任委員会 
市民福祉常任委員会 
経済建設常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ 承　
認

報第３号
専 決 処 分 報 告 に つ い て 

（令和２年度三条市一般会計補
正予算）

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者等へ支援を行う

「三条つなぐプロジェクト」の運営に係る事務費を負担するほか、避
難所における感染拡大防止等に必要な物資を購入するなど、必要な
予算措置を行ったもの　
補正額 4,231万6,000円　補正後の額 616億6,679万6,000円
専決処分日：令和２年６月４日

総務文教常任委員会 
経済建設常任委員会 ○ ○ × ○ ○ 承　

認

 〔議員発案〕

条
例

議員発案 
第１号

三条市議会政務活動費の月額
の特例に関する条例の制定に
ついて

新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の経費として活用するた
め、特例として令和２年度の三条市議会政務活動費の半額を減額す
るために必要な条例制定を行うもの
施行期日：公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

意
見
書

議員発案 
第２号

後期高齢者の医療費窓口負担
の現状維持を求める意見書の
提出について

後期高齢者の医療費窓口負担の在り方について現状維持に努めるこ
とを要望する意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議員発案 
第３号

加齢性難聴者の補聴器購入に
国の公的補助制度創設を求め
る意見書の提出について

加齢性難聴者の補聴器購入に対し、国による公的補助制度を創設す
ることを要望する意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

 〔請願〕

請　
願

請願 
第８号

後期高齢者の医療費窓口負担
の現状維持を求める請願

後期高齢者の医療費窓口負担の在り方について現状維持に努めるこ
とを要望する意見書の提出を求めるもの 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 採　

択
請願 

第９号
加齢性難聴者の補聴器購入に国の
公的補助制度創設を求める請願

加齢性難聴者の補聴器購入に対し、国による公的補助制度を創設す
ることを要望する意見書の提出を求めるもの 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 採　

択

※１　佐藤宗司議員は賛成、長橋一弘議員は反対

会　  　派　　 名
(下段は所属議員数）

議　　　　案

議

決

結

果
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ӡ
Ӧ
ʹ

ؔ

Θ
Γ
ỏࣄ
ۀ
࣮
ࢪ
ͷ
্
Ͱ
࠷
ద
ͱ

அ
し
ͨ
Ố

Ͳ
ͷ
Α
͏
ͳ
ࢥ
͍
Ͱ
څ
ྉ
ͷ
ݮ
ֹ
を
ܾ
Ί
ͨ
ͷ
͔
Ố

ࠃ
ຽ
Ұ
ਓ
ʹ
��
ສ
ԁ
͕
ࢧ
څ
͞
Ε
Δ
ಛ
ผ
ఆ

ֹ
څ

ۚ
ͳ
Ͳ
を
׆
༻
し
ͯ
ỏ৽
ܕ

Π
ϧ

ε
ײ
છ

ͷ
Ө
ڹ
Ͱ
ऩ
ೖ
͕
ݮ
গ
し
ͨ

Ͱ
ࠔ
ỳ

ͯ
͍
Δ
ࣄ
ۀ
ओ
Β
を
ࢧ
ԉ
す
Δ
ͨ
Ί
ͷủ
ࡾ

ͭ
ͳ

͙
ϓ
ϩ
δ
ỻ
Ϋ
τ
Ứͷ
ض
ৼ
Γ

Ͱ
͋
Δ
ࢲ
͕
Կ


し
ͳ
͍
ͷ

ೲ
ಘ
͕
͍
͔
ͣ
ỏ
ઌ
し
ͯ
ࢧ
ԉ
す

Δ
ҙ
ࢤ
を
ࣔ
し
ͨ
Ố

ࡀ
ग़
ͷ
̓

ỏ

අ
ͷ
৽
ܕ

Π
ϧ
ε
ײ
છ


ର
Ԡ
ا
ۀ
ࢧ
ԉ
ࣄ
ۀ
අ

ỏࠓ
ޙ
͞
Β
ͳ

Δ
ࢧ
ԉ
͕
ඞ
ཁ
ͱ
ߟ
͑
Δ
͕
Ͳ
͏
͔
Ố

ɹ

ࠓ
ޙ
֦
ॆ
す
Δ
ͷ
͔
ỏ৽
ͨ
ͳ
੍

ͷ
ཱ
ͪ
্

͛

͋
Δ
ͷ
͔
Ố

ܦ
ࡁ
ࢧ
ԉ
ͷ
֦
ॆ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

ỏײ
છ

ʹ
Α

Δ
Ө
ڹ

ʹ

を

Γ
ͭ
ͭ
ỏࠃ
ݝ
ͷ

ࡦ
ಈ



ỏࢢ
ͷ
ࡒ

ࣄ

͔
Β
૯
߹
త
ʹ
צ
案
し
ͨ

্
Ͱ
ݕ
౼
す
Δ
Ố

ɹ

ࠃ
ͷ
ୈ
̎
࣍
ิ
ਖ਼
༧
ࢉ
͕

ཱ
し
ͯ
͍
Δ
த
ỏద


ʹ
ର
Ԡ
し
ͯ
͍
く
Ố

QQ

̜
̞
̜
̖
ε
Ϋ
ồ
ϧ
ߏ

Ͱ
ͷ
ԕ
ִ
ڭ
ҭ
ʹ
ͭ

͍
ͯ
ỏಈ
ը
ͷ
ڭ
ࡐ
ͷ
ڞ
༗

Ͳ
͏
ߟ
͑
Δ
ͷ
͔
Ố

ֶ
ߍ
ʹ
͓
͍
ͯ
࡞

し
ͨ
ಈ
ը

ỏΫ
ϥ
ε

を

͑
ͯ
ڞ
༗
し
ͯ
͍
Δ
Ốଞ
ߍ
ͷ
ڭ
ࡐ
を

ڞ
༗
す
Δ
͜
ͱ
Ͱ
ڭ
һ
ͷ
ಈ
ը
࡞

ͷ
ٕ
ज़

্


ỏۀ

ͷ
ޮ

Խ
͕
ਤ
Β
Ε
Δ
ͱ
ߟ
͑
Δ


ใ
Ϟ
ϥ
ϧ
ڭ
ҭ
ͷ
ॆ
࣮

༗


ใ
ର
ࡦ


Ͳ
ͷ
Α
͏
ʹ
औ
Γ

Ή
ͷ
͔
Ố

ࡾ

ࢢ
ͷ
ω
ỽ
τ
ϫ
ồ
Ϋ

ʹ
৽
ͨ
ʹ
ϑ
ỹ

ϧ
λ
Ϧ
ϯ
ά
ػ

を
༗
す
Δ
ϑ
Ỹ
Π
Ξ


Ỽ
ồ
ϧ
を
ઃ
ఆ
す
Δ
Ố༗


ใ

ͷ
Ӿ
ཡ
を

੍
ݶ
す
Δ


を
ઃ
͚
Δ
Ố
ใ
Ϟ
ϥ
ϧ
ڭ
ҭ
ͷ

ॆ
࣮

ỏֶ

ʹ
Ԡ
͡
ͨ
ࢦ
ಋ
ͱ
ͱ

ʹ
Ո
ఉ
ʹ

ର
す
Δ
ܒ
ൃ
を
ؚ
Ί
ͯ
औ
Γ

Μ
Ͱ
ま
͍
Γ
ͨ
͍

ͱ
ߟ
͑
Δ
Ố

ಠ
Γ

ੈ
ଳ

ʹ
ର
す
Δ
ྟ
࣌
ಛ
ผ
څ

ۚ

ͷ
څ

ʹ
ͭ
͍
ͯ
ỏର

ͱ
ͳ
Δ
ཁ
݅
ỏର


ऀ

ỏڅ

ֹ
ỏڅ

ͷ
࣌
ظ
ỏप

ํ
๏

Ͳ
͏

ͳ
ỳ
ͯ
͍
Δ
͔
Ố

ର

ऀ

ओ
ʹ
ỏྩ

̎

̒
݄

ͷ
ࣇ
ಐ

ැ
ཆ
ख

ड
څ
ऀ
Ͱ
ỏର

ऀ

ͦ
ͷ
ଞ
を

ซ
ͤ
ͯ
�
�
�
ਓ
ఔ

Ͱ
͋
Γ
ỏࢧ
څ
ֹ

ج
ຊ

څ

ͱ
し
ͯ
̍
ੈ
ଳ
̑
ສ
ԁ
ỏୈ
̎
ࢠ
Ҏ
߱
̍
ਓ
ʹ

ͭ
͖
̏
ສ
ԁ
͕
Ұ

ʹ
ࢧ
څ
͞
Ε
ỏ
Ճ
ࢧ
څ
ͱ
し

ͯ
̍
ੈ
ଳ

ͨ
Γ
̑
ສ
ԁ
͕
ࢧ
څ
͞
Ε
Δ
Ốࢧ
څ

࣌
ظ

̔
݄

͔
Β
̕
݄

ま
Ͱ
Ốप


ର


ऀ
ʹ


༣
ૹ
案

͞
ͤ
ͯ
͍
ͨ
ͩ
͖
ỏϗ
ồ
Ϝ

ϖ
ồ
δ
ͳ
Ͳ
Ͱ

प

す
Δ
͜
ͱ
Ͱ
ਃ

࿙
Ε
を

ͳ
く
し
ͨ
͍
Ố

Q

ઐ
ܾ
ॲ

ใ
ࠂ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

ớ
ྩ

̎


ࡾ

ࢢ
Ұ
ൠ
ձ
ܭ

ิ
ਖ਼
༧
ࢉ
Ờ

ใ
ୈ

�
߸

ԉ

ࡾ

ͭ
ͳ
͙
ϓ
ϩ
δ
ỻ
Ϋ
τ
࣮
ߦ
ҕ
һ
ձ
ͱ

し
ͯ
د
ෟ
を
ड
͚
Δ

ͷ
Ͱ
͋
Γ
ỏࡾ

ࢢ
ͷ
ࡀ
ೖ

ʹ

ͳ
Β
ͳ
͍
͜
ͱ
͔
Β
ỏݸ
ਓ
͔
Β
ͷ
د
ෟ


߇
আ
ͷ
ର

ʹ

ͳ
Β
ͳ
͍
Ố

ɹ

し
͔
し
ͳ
͕
Β
ỏࡾ

ࢢ
ʹ
ର
す
Δ
د
ෟ
ʹ
ͭ

͍
ͯ

ỏࡾ

ͭ
ͳ
͙
ϓ
ϩ
δ
ỻ
Ϋ
τ
࣮
ߦ
ҕ
һ

ձ

ỏ͋
く
ま
Ͱ

ỻ
ϒ
ϓ
ϥ
ỽ
τ
ϗ
ồ
Ϝ
を
௨
͡

ͯ
ࡾ

ࢢ
ʹ
ର
す
Δ
د
ෟ
を

հ
し
ͯ
͍
Δ
ʹ
ա

͗
ͳ
͍

ͷ
Ͱ
͋
Δ
Ốै
ỳ
ớͯ
�
Ờ͜
ͷ

߹
ỏݸ

ਓ
͔
Β
ͷ
د
ෟ

੫
߇
আ
ͷ
ର

ʹ
ͳ
Δ
Ốま
ͨ
ỏ

ớ
�
Ờا
ۀ
͕
ࢧ
ԉ
を
ߦ
ỳ
ͨ

߹
ỏଛ
ۚ
ʹ
ࢉ
ೖ

Ͱ
͖
Δ
ͷ
͔
ʹ
ͭ
͍
ͯ

ỏͦ
ͷ

༰
ʹ
Α
ỳ
ͯ
ࢉ

ೖ
ͷ
Մ
൱

ۚ
ֹ
͕
ܾ
ま
ỳ
ͯ
く
Δ
Ố

Q

日
本
共
産
党

議
員
団

01

議
第
5
号

三
条
市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
6
号

三
条
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
21
号

令
和
２
年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正

予
算

報
第
3
号

専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（
令
和
２
年
度
三
条
市
一
般
会
計
補

正
予
算
）

　

こ
の
基
金
が
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
に
ふ
さ

わ
し
く
行
き
渡
る
か
に
つ
い
て「
公
平
性
」と「
透

明
性
」
に
大
い
に
疑
義
が
あ
る
。

　

10
万
円
の
特
別
給
付
金
の
使
い
道
に
つ
い
て

は
、
受
け
取
っ
た
本
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

　

市
長
は
旗
振
り
役
と
し
て
自
ら
の
給
料
40
万

円
を
減
額
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
新
潟
市
の
中

原
市
長
は
今
年
1
月
か
ら
2
0
2
2
年
３
月

ま
で
の
２
年
３
か
月
、
市
長
給
料
20
％
を
減
額

し
、
さ
ら
に
８
月
か
ら
の
５
か
月
間
10
％
上
乗

せ
し
て
減
額
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
務
局
の
中
心
は
商
工
会

議
所
だ
が
、組
織
率
は
市
内
業
者
の
半
分
で「
公

平
性
」
に
照
ら
し
て
も
問
題
が
あ
る
。

　

基
金
の
活
用
に
つ
い
て
、
燕
市
の
民
間
会
社

Ｍ
Ｇ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
委
託
、
市
内
の
ラ
イ
タ
ー
に
再

委
託
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
困
っ
て
い

る
市
民
を
助
け
る
代
表
が
燕
市
の
会
社
な
の

か
。ラ
イ
タ
ー
に
つ
い
て
も
な
ぜ
再
委
託
な
の
か
。

「
透
明
性
」
か
ら
い
っ
て
大
い
に
疑
念
が
あ
り
、

４
つ
の
議
案
に
は
反
対
す
る
。

議
案
に
対
し
て

意
見
を

主
張
し
ま
す
。

(*("εΫʔϧߏͱࣇಐੜెͷͨΊʹ�ਓ�ͷͱߴେ༰ྔͷ௨৴ωοτϫʔΫΛඋ͢Δܭըͷ͜ͱͰ͢ɻ

ςϨϫʔΫɺओʹΠϯλʔωοτΛ༻ͨ͠ॴؒ࣌ʹറΒΕͳ͍ॊೈͳಇ͖͔ͨͷ͜ͱͰ͢ɻ
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ダイ
ジェスト！

Q A＆

�݄ఆྫ会
Ұൠ࣭μΠδΣετʂ

都内で行う移住相談

ֶ
ߍ
Ͱ
ͷ
ࠓ
ޙ
ͷ
Φ
ϯ
ϥ
Π
ϯ
׆
༻
ʹ

ͭ
͍
ͯ
Ͳ
͏
ߟ
͑
Δ
͔
Ố

今
後
の
臨
時
休
業
の
際
に
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で

の
学
級
活
動
が
可
能
。授
業
動
画
は
さ

ら
な
る
充
実
に
努
め
る
が
、日
常
的
な
動
画

制
作
は
行
わ
な
い
。

Ｓ
・
動
画
配
信
や
、高
校
訪
問
を
通
じ
、地

元
企
業
と
連
携
し
た
産
学
連
携
等
の
特
徴

を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
で
学
生
は
確
保

で
き
る
。

খ
த
ֶ
ߍ
ͷ
Ն
ٳ
Έ
͕

ॖ
ͱ
ͳ

Δ
͕
ỏֶ

ߍ
ͷ
Τ
Ξ
ί
ϯ
ઃ
ஔ
ঢ়
گ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

͏
Ố

全
て
の
普
通
教
室
で
７
月
か
ら
エ
ア
コ

ン
の
使
用
が
可
能
と
な
る
。


ۀ
༻
ਫ
ͷ
ׇ
ਫ
ର
ࡦ
ʹ
ͭ
͍
ͯ


͏
Ố

農
業
用
ポ
ン
プ
や
給
水
タ
ン
ク
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
、農
林
土
木
事
業
補

助
金
・
農
業
機
械
等
導
入
補
助
金
を
活
用

し
対
応
す
る
。

ະ
ࣥ
ߦ
ͱ
ͳ
Δ
༧
ࢉ
ͷ
औ
Γ
ѻ
͍


Ͳ
͏
ͳ
Δ
ͷ
͔
Ố

減
額
補
正
に
は
事
業
内
容
や
経
費
の

精
査
が
必
要
で
あ
り
、感
染
症
対
策
等

で
事
務
量
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

事
務
負
担
の
な
い
不
用
額
と
し
た
い
。

ආ

ॴ
ʹ
͓
͚
Δ
ײ
છ
༧

ỏ̏
ີ


ͷ
ର
Ԡ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

͏
Ố

避
難
所
に
マ
ス
ク
や
消
毒
液
な
ど
を

配
備
し
て
い
る
が
、自
助
の
観
点
か
ら

持
参
す
る
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
。感
染
を

恐
れ
避
難
を
躊
躇
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

消
毒
、検
温
、体
調
確
認
、換
気
な
ど
を
徹

底
し
、こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
な
い
ス
ペ
ー
ス
を

活
用
す
る
こ
と
で
、密
と
な
ら
な
い
よ
う
必

要
な
避
難
者
を
収
容
す
る
。

ࡾ

ࢢ
ཱ
େ
ֶ
ͷ
։
ֶ
ỏ
ੜ
ె
֬

อ
ʹ
Ө
ڹ

ͳ
͍
ͷ
͔
Ố

８
月
の
認
可
が
遅
れ
て
も
、来
年
４
月

の
開
学
に
向
け
準
備
を
進
め
る
。Ｓ
Ｎ

ߴ
ྸ
ऀ
ͷ

ػ
۩
ࣄ
ނ

ࢭ
を
Ͳ
ͷ

Α
͏
ʹ
ߟ
͑
Δ
͔
Ố

チ
ラ
シ
、ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
注
意
喚
起

し
て
い
る
。


༻
ࡁ
Έ
ࢴ
͓
Ή
ͭ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

ࠃ
ͷ
࣋
ଓ
Խ
څ

ۚ
ʹ
ͭ
͍
ͯ
ࡾ

ࢢ

Ͱ

૬
ஊ
ʹ
ͷ
Δ

͖
ͩ
Ố

相
談
窓
口
で
国
県
の
支
援
策
に
関
し

て
も
対
応
し
て
い
る
。

ࠃ
อ
੫
を

ೲ
し
ͯ
͍
Δ
ࢿ
֨
ূ
໌

ॻ
ͷ
ඃ
อ
ݥ
ऀ
ʹ
Ұ
ൠ
ඃ
อ
ݥ
ऀ
ͱ
ಉ

༷
ʹ
૭
ޱ
Ͱ
શ
ֹ
ࢧ

Θ
ͳ
く
ͯ

Α
͍

͜
ͱ
を
प

す

͖
ͩ
Ố

対
象
世
帯
に
今
後
お
知
ら
せ
し
て
い
く
。

৽
ܕ
ί
ϩ
φ

Π
ϧ
ε
ͷ
Ө
ڹ
Ͱ



࢈
ۀ
ͷ
ܠ
گ
ײ

େ
෯
ʹ
ѱ
Խ
し
ͯ

͍
Δ
Ốࡾ

ࢢ
ͷ
ࢧ
ԉ
ࡦ

ച
্
͕
લ

ൺ

��
ˋ
Ҏ
Լ
ʹ
ͳ
ỳ
ͨ
ࣄ
ۀ
ॴ
͕
ର

ͩ
͕
ỏ

ച
্
ݮ
গ
ͷ
ج
४
を
؇

し
ͯ
ࢧ
ԉ
す
Δ

ࣄ
ۀ
ॴ
を

͛
Δ

͖
ͩ
Ố

相
談
を
い
た
だ
く
中
で
拡
充
を
図
っ

て
き
た
。今
後
も
国
県
の
政
策
動
向
や

市
の
財
政
事
情
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、適

宜
検
討
し
て
い
く
。

อ
ޢ
ऀ


Ҭ
ॅ
ຽ
͕
ֶ
ߍ
ӡ
Ӧ

ʹ
ओ
ମ
త
ʹ
ؔ
Θ
Δ
ί
ϛ
ỿ
χ
ς
ỹ
ɾ

ε
Ϋ
ồ
ϧớ
̘
̨
Ờ͕

ࠓ


͔
Β
શ
ࢢ

Ͱ
ಋ
ೖ
͞
Ε
ͨ
͕
ỏ͜
Ε
を
ػ
ʹ
ࣗ
࣏
ձ


ڠ
議
ձ

ຽ
ੜ
ࣇ
ಐ
ҕ
һ
ڠ
議
ձ
ͷ


۠
ׂ
ͱ
̕
ͭ
ͷ
ֶ
Ԃ
ͷ

۠
ׂ
Ͱ
Ұ
෦

ੜ
͡
ͯ
͍
Δ
ࠞ
ࡏ

ζ
Ϩ
ͷ
ղ
ফ

ݕ

౼
す

͖
Ͱ

ͳ
͍
͔
Ố

三
条
地
域
で
は
自
治
会
長
協
議
会
10

学校外でのオンライン学習も出席に

移住者のための空き家

ٸ

ʹ
σ
δ
λ
ϧ
ࣾ
ձ

ͱ
ਐ
Μ
Ͱ
͍

Δ
த
Ͱ
ỏ̓
શ
ʹ
ੜ
͖
ͯ
͍
く
ͨ
Ί
ͷ


ใ
ఏ
ڙ
を
す
Δ
ඞ
ཁ
͕
͋
Δ
ͷ
Ͱ


ͳ
͍
͔
Ố

公
民
館
事
業
と
し
て
S
N
S
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

な
ど
安
全
に
デ
ジ
タ
ル
社
会
へ
対
応
で
き

る
講
座
を
実
施
し
て
き
た
。デ
ジ
タ
ル
遺
品

な
ど
新
た
な
問
題
も
生
じ
て
い
る
の
で
、講

座
な
ど
随
時
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ਤ
ॻ
ؗ
ʹ
͓
͚
Δ
ײ
છ
༧


ỏख
ࢦ

ফ
ಟ
༻
Ξ
ϧ
ί
ồ
ϧ
ͷ
ઃ
ஔ
ỏϚ
ε
Ϋ
ͷ

ண
༻
ỏ�
ີ
を
ආ
͚
Δ
ର
ࡦ
͕
ߦ
Θ
Ε
ͯ
͍

Δ
Ố́
͔
ͷ
ର
ࡦ

Ͳ
͏
͔
Ố

多
く
の
人
が
触
れ
る
場
所
に
つ
い
て
、

消
毒
を
１
時
間
に
１
度
実
施
し
て
い

る
。自
動
車
文
庫
に
つ
い
て
も
手
が
触
れ
る

部
分
に
つ
い
て
消
毒
を
行
い
、利
用
者
間
の

距
離
を
と
っ
て
い
る
。



͞
Ε
Δ

ํ
Ͱ
ͷ

Β
し
ํ
ʹ
ͭ

͍
ͯ
ỏͲ
ͷ
Α
͏
ʹ
ର
ॲ
す
Δ
ͷ
͔
Ố

首
都
圏
の
若
者
等
の
意
識
や
ニ
ー
ズ
を

৽
ܕ
ί
ϩ
φ

Π
ϧ
ε

ײ
છ

ର
ࡦ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

Q

ෆ
ొ
ߍ

ͷ
Φ
ϯ
ϥ
Π
ϯ

त
ۀ
ủ
ग़
੮
Ứʹ

ਤ
ॻ
ؗ
ʹ
͓
͚
Δ
৽
ܕ
ײ
છ


ର
ࡦ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

৽
ܕ
ײ
છ

ͷ
৽
し
͍
ੜ
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新型コロナウイルス感染症の影響で
工場も受注減少
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貿
易
に
つ
い
て
は
国
政
レ
ベ
ル
で
議
論

さ
れ
る
。
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ߟ
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法
改
正
が
受
け
入
れ
難
い
場
合
は
市
長

会
等
を
通
じ
国
へ
の
要
望
を
検
討
す
る
。

Q
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ͭ
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学
校
以
外
の
学
び
の
場
と
し
て
検
討

を
進
め
て
い
る
。フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
や

家
庭
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
に
つ
い
て
、校
長

が
認
め
た
場
合
に
は「
出
席
扱
い
」と
す
る
。

Q

捉
え
た
情
報
発
信
、空
き
家
の
活
用
を
含
む

き
め
細
か
な
移
住
の
た
め
の
取
り
組
み
を
積

極
的
に
進
め
、何
を
す
べ
き
か
庁
内
で
検
討
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。そ
れ
を
実
行
す
る

の
が
私
た
ち
の
役
割
と
思
っ
て
い
る
。
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ߍ

̏
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ͯ
͍
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Ͱ


ͳ
͍
͔
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授
業
の
座
席
は
、個
別
独
立
さ
せ
た
ス

ク
ー
ル
タ
イ
プ
で
実
施
し
て
い
る
。お

お
む
ね
１
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
は
確
保
し
て
い
る
。

　

ス
ク
ー
ル
バ
ス
は
、業
者
に
よ
る
消
毒
の
徹

底
、安
全
に
配
慮
し
た
車
両
管
理
等
、感
染
症

対
策
を
徹
底
し
て
い
る
。

　

プ
ー
ル
授
業
は
、市
内
全
校
が
実
施
し
な
い
。
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ࢭ
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ト
イ
レ
の
清
掃
は
職
員
が
交
代
制
で

行
っ
て
お
り
、ス
ク
ー
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ト

の
力
も
借
り
て
い
る
。

　

家
庭
学
習
を
授
業
に
振
り
替
え
る
と
い
う

措
置
は
取
っ
て
い
な
い
。

Q

Q

Q Q地
区
に
対
し
て
学
園
域
は
７
つ
で
あ
り
、自

治
会
長
協
議
会
の
地
区
割
と
学
園
域
は
一

致
し
て
い
な
い
。民
生
児
童
委
員
協
議
会

も
同
様
。そ
れ
ぞ
れ「
地
域
的
な
結
び
つ
き
」

「
歴
史
的
な
経
緯
」が
あ
り
、Ｃ
Ｓ
の
地
区

割
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
各
協
議
会
の
意
思

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ま
ず
は

各
団
体
の
意
思
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
肝
要
。
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承
知
し
て
い
る
。

Q

89



ủ
す
ま
͍
Δ
ࢠ
Ͳ

ɾ
ए
ऀ
ϓ

ϥ
ϯ
Ứ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

「ひと涼み処オアシス」を
開設

ड
ݧ
ੜ
ͷ
ෆ
҆

১
ࡦ
ʹ
ͭ
͍
ͯ
৽
ܕ


Π
ϧ
ε
ײ
છ



を
౿
ま
͑
Ͳ
ͷ

Α
͏
ʹ
ߟ
͑
ͯ
͍
Δ
͔
Ốま
ͨ
ỏ
Ζ

Ζ
ͷ

४
උ
ঢ়
گ

Ͳ
͏
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受
験
生
が
不
安
を
抱
か
な
い
よ
う
、入

試
対
策
用
想
定
問
題
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
た
り
入
試
時
に
３
密
に
な
ら
な
い

よ
う
対
策
を
す
る
。

　

学
長
予
定
者
が
地
元
企
業
を
回
り
、直
接

ủ
ྟ
ࡒ
࠴
Ứͷ

͍
ಓ

Ố

何
に
で
も
使
え
る
。

ݟ
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ͷ
ඞ
ཁ

ͳ
͍
ͷ
͔
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必
要
は
な
い
。

ࡾ

ࢢ

݈
શ
ࡒ

͔
Ố

国
の
健
全
化
判
断
比
率
４
つ
を
ク
リ

ア
ー
し
て
い
る
の
で
健
全
。
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し
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ͨ
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Խ
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硬
直
化
は
進
ん
で
い
な
い
。
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想
定
の
範
囲
内
。
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93
番
目
。
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当
た
ら
な
い
。
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Ͳ
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ߟ
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ͷ
͔
Ố

ま
ず
県
が
独
自
の
基
準
に
基
づ
き
、県
内

の
状
況
を
感
染
拡
大
が
見
ら
れ
な
い
平

時
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。日
々
の
生
活
や
社
会

経
済
活
動
を
極
力
以
前
の
形
に
戻
す
努
力
を
す

る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
捉
え
て
い
る
。
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ϯ
τ
ͷ
ਃ
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Έ

Ͳ
͏

ର
Ԡ
し
ͯ
͍
く
ͷ
͔
Ố

全
世
帯
に
チ
ラ
シ
を
配
布
す
る
。ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
予
約
申
し
込
み
に
必

要
な
ア
プ
リ
の
一
本
化
で
、手
続
の
簡
素
化
が

図
ら
れ
る
。丁
寧
な
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
す
る
。
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Π
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ε
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ର
ࡦ
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͑
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ର
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ͳ
ߟ
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Ͳ
͏
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自
宅
の
２
階
で
安
全
が
確
保
で
き
る
場

合
に
は
、避
難
所
で
は
な
く
自
宅
の
２
階

に
垂
直
避
難
を
、ま
た
堤
防
直
下
や
山
沿
い

な
ど
家
屋
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
地
域
の
方
に

は
避
難
所
へ
の
水
平
避
難
を
お
願
い
す
る
。
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ߟ
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３
密
が
発
生
し
な
い
よ
う
、人
と
人
と

の
距
離
を
確
保
す
る
こ
と
、定
期
的
な

換
気
を
行
う
な
ど
に
取
り
組
む
。こ
れ
ま
で

使
用
し
て
い
な
か
っ
た
普
通
教
室
や
会
議
室

等
を
活
用
す
る
こ
と
で
、一
人
当
た
り
の
ス

ペ
ー
ス
を
拡
大
す
る
。
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今
回
作
成
し
た
動
画
は
各
教
員
が
視
聴

し
合
い
、研
究
す
る
こ
と
で
動
画
作
成
の
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建設中の三条市立大学
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設
問
の
記
載
方
法
を
見
直
し
た
こ
と
で

回
答
が
そ
う
な
っ
た
。

Q

調
達
に
努
め
、小
ま
め
な
水
分
補
給
等
を
呼

び
掛
け
る
と
と
も
に
、暑
さ
指
数
で
熱
中
症

の
危
険
性
の
高
い
日
に
は
、体
を
冷
や
す
た
め

の
保
冷
剤
等
を
用
意
す
る
。
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ॴ
ͷ
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ỽ
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ڥ

Ͳ
͏
͔
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水
害
時
に
開
設
さ
れ
る
１
次
２
次
避
難
所

34
か
所
中
30
か
所
に
ネ
ッ
ト
環
境
が
あ
る
。
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͕
ൃ
ੜ
し
ͨ
ࡍ
ͷ
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ࢢ
ͷ
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Ϙ
ϥ
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ς
ỹ
Ξ
ͷ
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Կ
͔
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社
会
福
祉
協
議
会
と
と
も
に
、全
国
社

会
福
祉
協
議
会
が
策
定
し
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
参
考
に
し
て
、当
市
に
お
け
る
対
応

を
検
討
し
て
い
る
。

Q

避難所用段ボール間仕切り
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ࢢ
ཱ
େ
ֶ
ͷ
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͚
ͨ
४
උ
ঢ়
گ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

対
話
を
し
た
中
で
頂
戴
し
た
貴
重
な
ご
意
見

は
産
学
連
携
実
習
内
容
の
構
築
に
生
か
す
。

ま
た
、大
学
説
明
会
は
、令
和
元
年
度
16
回
、

今
年
度
は
２
回
行
っ
た
。

　

事
務
職
員
に
つ
い
て
は
、開
学
当
初
か
ら
確
実

に
運
用
で
き
る
体
制
の
整
備
に
努
め
て
い
る
。
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県
は
、三
条
、燕
、加
茂
の
３
市
医
師
会

に
対
し
、７
月
を
め
ど
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
セ

ン
タ
ー
設
置
を
委
託
し
た
。

　

医
療
体
制
の
整
備
は
県
が
行
う
。７
６
６
床

の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。県
は
医
療
圏
域
に

か
か
わ
ら
ず
入
院
の
調
整
を
図
る
と
し
て
い
る
。

　

市
は
65
歳
以
上
の
人
を
対
象
に
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
を
助
成
し
て
い
る
。

10
月
を
め
ど
に
周
知
を
図
る
。

Լ
ా

Ҭ
Ͱ
۽
ͷ
ग़

͕
͋
͍
ͭ
͍
Ͱ

͍
Δ
Ố
ྫ

ͱ
ൺ
ֱ
し
ͯ
ग़

ঢ়
گ


Ͳ
͏
͔
Ố
ま
ͨ
ỏ
ର
Ԡ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

͏
Ố

過
去
10
年
間
の
４
月
か
ら
６
月
の
目
撃

情
報
は
平
均
8.5
件
。
過
去
５
年
間
で
は

11
件
。
今
年（
質
問
時
点
で
）は
13
件
と
増

加
傾
向
だ
。

　

熊
の
出
没
を
災
害
と
捉
え
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
基
づ
き
対
応
し
て
い
る
。
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国
道
４
０
３
号
三
条
北
バ
イ
パ
ス
に
つ
い
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Q

て
、そ
れ
に
接
続
す
る
市
道
新
田
川
線
を
整

備
す
る
。

　

第
二
産
業
道
路
に
つ
い
て
は
、県
で
対
策
の

検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
等
は
、交
通
環

境
の
変
化
を
踏
ま
え
、長
期
未
整
備
路
線
の

廃
止
を
含
め
、現
在
課
題
を
整
理
し
て
い
る
。

ࠓ


༧
ࢉ
ͷ
ࢢ
࠴
ͱ
ެ
࠴
අ
ͷ
ۚ
ֹ

Ố

ど
ち
ら
と
も
94
億
円
。

ࡒ

ݟ
௨
し
を
ެ
ද
す
Δ
ߟ
͑

Ố

な
い
。

QQ

Q

技
術
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

Q

Q

ආ

ॴ
Ͱ
ͷ
ײ
છ

ର
ࡦ

Ͳ
͏
͔
Ố

基
本
的
な
感
染
症
予
防
を
徹
底
し
て
行

い
、熱
等
の
症
状
の
あ
る
避
難
者
に
つ
い

て
は
、一
般
の
避
難
者
と
動
線
や
避
難
ス
ペ
ー

ス
を
分
離
し
て
対
応
し
、ト
イ
レ
も
体
調
不

良
者
の
専
用
ト
イ
レ
を
設
け
る
。

ආ

ॴ
Ͱ
ͷ

த

ର
ࡦ

Ͳ
͏
͔
Ố

水
分
や
塩
分
の
補
給
が
で
き
る
物
資
の

Q
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େ
ౡ
খ
ֶ
ߍ
ͷ
څ
৯
ࣨ
ͷ

ࠜ
͕

৯

し
ͯ
म
સ
し
ͨ
ࣄ
ྫ
͕
͋
ỳ
ͨ
Ố

ɹ

ద

ͳ
ϝ
ϯ
ς
φ
ϯ
ε
͕
͋
Ε

େ
ن

म

સ

ඞ
ཁ
ͳ
͔
ỳ
ͨ

ͣ
Ốݶ
Β
Ε
ͨ
༧
ࢉ
ͱ

͍
͏
ͷ

े

ʹ
ঝ

し
ͯ
͍
Δ
͕
ỏڭ
ҭ
ࢿ

࢈
ͷ
ॆ
࣮
ʹ

ྀ
す

͖
Ͱ

ͳ
͍
͔
Ố

平
成
29
年
度
の
検
査
で
は
劣
化
が
認
め

ら
れ
ず
、平
成
30
年
度
に
雨
漏
り
が
確
認

さ
れ
た
。

　

平
成
31
年
３
月
に
学
校
施
設
長
寿
命
化
計

画
を
策
定
し
た
。こ
れ
に
基
づ
い
て
大
事
に
至

る
前
の
予
防
保
全
に
努
め
て
い
き
た
い
。

ग़
࢈
ỏҭ
ࣇ
ͷ
ͨ
Ί
ʹ

ࣄ
を

Ε
࠶

ͼ
ٻ
Ί
Δ
ঢ়
گ
ʹ
ର
し
ͯ
ͷ
ࢧ
ԉ

Ͳ

͏
͔
Ố現

状
で
就
職
活
動
中
で
あ
れ
ば
、保
育

の
利
用
は
可
能
で
あ
り
、お
子
さ
ん
を

お
預
か
り
す
る
一
時
預
か
り
事
業
の
利
用
も

可
能
。

CHECK!
常任
委員会

詳
し
く
議
案
を

審
査
し
ま
す
！

৽
ܕ
ί
ϩ
φ

Π
ϧ
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ର
ࡦ
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ۚ

ྫ
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ਤ
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ظ
ʹ
Θ
ͨ
Δ
͜
ͱ
͔
Β
ର
ࡦ
͕
ඞ
ཁ

ͱ
͍
͏
͜
ͱ
Ͱ
ج
ۚ

ྫ
を
੍
ఆ
す
Δ
ͷ
͔
Ố

今
現
在
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
ど
れ
ほ
ど
続
く
の
か
、今
後
感
染
状

況
が
ど
う
な
る
の
か
見
通
せ
な
い
中
、長
期

化
も
想
定
し
つ
つ
、適
正
に
感
染
症
対
策
の
経

費
を
管
理
す
る
た
め
基
金
条
例
と
し
て
提
案

し
た
。

ֶ
ߍ
څ
৯
අ
ʹ
ͭ
͍
ͯ
ỏֶ
ߍ
ͷ
ٳ
ۀ

ʹ
Α
Γ
ỏߪ
ೖ
し
ͯ
͍
ͨ
৯
ࡐ
を
Ͳ
͜
͔

ʹ
׆
༻
し
ͨ
ࣄ
ྫ

͋
Δ
͔
Ố

キ
ャ
ン
セ
ル
が
で
き
ず
納
品
さ
れ
た
分
の

う
ち
、保
存
が
で
き
な
い
も
の
は
、フ
ー
ド

バ
ン
ク
に
い
が
た
に
提
供
し
活
用
い
た
だ
い
た
。


ྫ
ͷ
શ
෦
վ
ਖ਼
を
す
Δ
ཧ
༝

Կ
͔
Ố

図
書
館
等
複
合
施
設
は
、図
書
館
を
核

と
し
た
学
び
の
施
設
と
捉
え
て
い
る
。

本
に
限
ら
ず
、幅
広
い
資
料
を
取
り
扱
い
、ス

テ
ー
ジ
え
ん
が
わ
と
一
体
的
に
居
心
地
の
良

い
空
間
を
創
出
す
る
こ
と
で
、市
民
の
学
び
へ

の
関
心
を
深
め
る
施
設
と
す
る
こ
と
か
ら
、

条
例
の
全
部
改
正
を
行
う
。

ݝ
֎
ࡏ
ॅ
ͷ
ࡾ

ࢢ
ग़

ֶ
ੜ

ͷ
ੜ
׆

ࢧ
ԉ
ʹ
ͭ
͍
ͯ
ỏࢢ

ࢢ
ຽ
ஂ
ମ
ͷ
׆
ಈ

を
ޙ
ԡ
し
す
Δ
ܗ
Ͱ
͋
ỳ
ͨ
͕
ỏࢢ
ͱ
し
ͯ


͜
ͷ
औ
Γ

Έ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

ỳ
ͱ
प

す

͖

ͩ
ỳ
ͨ
ͷ
Ͱ

ͳ
͍
͔
Ố

市
長
記
者
会
見
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
情
報

発
信
に
努
め
た
が
、足
り
な
か
っ
た
部
分
に

つ
い
て
は
真
摯
に
受
け
止
め
て
検
討
し
、今
後
何

ら
か
の
支
援
を
行
う
際
に
は
対
応
し
た
い
。
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ϩ
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ͭ
͍
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ઃ
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す
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ε
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ͷ

ྔ

ࢪ
ઃ
ʹ
ر

を

औ
ỳ
ͯ
ੵ
ࢉ
し
ͨ
ͷ
͔
Ố

主
な
施
設
に
聞
き
取
り
を
行
う
と
と
も

に
施
設
職
員
が
１
日
３
回
着
替
え
る
と

想
定
し
、国
が
定
め
る
感
染
者
お
よ
び
濃
厚

接
触
者
の
健
康
観
察
期
間
14
日
間
分
を
積
算

し
た
。

付託された議案のうち、議第５号、議第６
号、議第21号および報第３号は賛成多数
で、その他は全員異議なく原案の通り決定
すべきものとした。

付託された全議案について、全員異議な
く原案の通り決定すべきものとした。
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վ
म
ͷ
ओ
ͳ

ࣄ

༰

Կ
͔
Ố

壁
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
補
強
し
、外

壁
に
付
随
す
る
柱
に
高
強
度
ポ
リ
エ
ス

テ
ル
繊
維
を
巻
い
て
補
強
す
る
。ま
た
、壁
と

柱
の
間
に
ス
リ
ッ
ト
を
入
れ
左
右
の
揺
れ
を

Q

吸
収
し
た
り
、鉄
骨
ブ
レ
ー
ス
や
ダ
ン
パ
ー
を

入
れ
て
、壁
面
を
補
強
し
庁
舎
の
耐
震
強
度

を
上
げ
る
工
事
を
実
施
す
る
。
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̎


ࡾ

ࢢ

Ұ
ൠ
ձ
ܭ
ิ
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Q
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ͷ
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Ͳ
ͷ
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͏
ʹ

ͳ
ỳ
ͯ
͍
Δ
ͷ
͔
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市
立
学
校
暑
さ
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

基
づ
き
、教
室
の
室
温
が
29
度
以
上
、ま

た
、暑
さ
指
数
が
28
度
以
上
に
な
っ
た
と
き
に
、

28
度
に
設
定
し
て
稼
働
し
、臨
機
応
変
に
温
度

を
変
更
し
て
い
る
。

Τ
Ξ
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ӡ
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ํ
๏
ʹ
ͭ
͍
ͯ

QQ

ະ
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๊
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Δ
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す
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ԉ
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ม
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͍
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ཧ
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ม
ߋ
ʹ
ͳ
Δ
ͷ
͔
Ố

大
崎
山
公
園
の
指
定
管
理
区
域
が
拡
大

さ
れ
る
こ
と
か
ら
管
理
に
必
要
な
費
用

に
つ
い
て
増
額
す
る
必
要
が
あ
る
。

ࡾ
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ެ
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ͷ
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̎
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Ұ
ൠ
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ۀ
๏
ਓ

ମ
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ҕ
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ྉ
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ʹ
Կ
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ڧ
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Δ
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ԉ
ࣄ
ۀ
ͳ

ͷ
͔
Ố国

内
を
中
心
と
す
る
大
口
顧
客
を
は
じ

め
と
し
た
販
売
強
化
へ
の
サ
ポ
ー
ト
、連

携
す
る
農
業
者
と
産
地
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド

化
を
図
る
こ
と
や
、海
外
輸
出
の
取
り
組
み

を
支
援
し
て
い
く
も
の
。

ࣄ
ۀ
ܧ
ଓ
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ԉ
ิ
ॿ
ۚ
ͷ
Ո

ิ
ॿ

̏
̌
̌
̌
ສ
ԁ
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ࢉ
ͷ
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ͱ
Ͳ
͏
ؔ

す
Δ
ͷ
͔
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三
条
市
は
先
行
し
て
家
賃
補
助
を
し
て

QQ

お
り
、引
き
続
き
国
の
臨
時
交
付
金
を
充
当

し
補
助
制
度
を
運
用
す
る
。国
の
新
し
い
家

賃
補
助
制
度
の
具
体
的
な
内
容
は
ま
だ
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、両
制
度
を
並
行
し
て
運
用

す
る
も
の
。
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ඓ
Թ
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ࢪ
ઃ
ʹ
ͭ
͍

ͯ
ỏࠓ
ま
Ͱ

ށ

ͳ
͔
ỳ
ͨ
ͷ
͔
Ố

い
い
湯
ら
て
い
は
、全
館
空
調
の
設
計
で

あ
り
、網
戸
を
設
置
し
て
い
な
い
。今
回

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め
に
外

気
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、網
戸
を
入
れ

な
い
と
虫
が
入
る
こ
と
か
ら
整
備
さ
せ
て
い

た
だ
く
。

Q

付託された全議案について、全員異議な
く原案の通り決定すべきものとした。
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調 査 研 究 費

研　 修 　 費

広　 報 　 費

広　 聴 　 費

要請・陳情活動費

会　 議 　 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

人　 件 　 費

事 務 所 費

会派での先進地の調査研究など、行政視察に要した費用

会派による研修会、中越地区市議会合同研修会などの参加に要した費用

会報などの印刷に要した費用

会派での住民要望、意見聴取、住民相談などに要した費用	 	 	

会派での要請、陳情活動に要した費用	 	

会派が行う会議、団体等が開催する会議への参加に要した費用

パソコンのリース代、コピー用紙代、プリンターインク代などの資料作成に要した費用

図書、資料などの購入に要した費用

会派が行う活動を補助する職員の雇用に要した費用	

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要した費用

（単位：円）

会 派 名 自由クラブ
（７名）

清風クラブ
（６名）

日本共産党議員団
（３名）

公明党議員団
（２名）

無所属
（佐藤宗司議員）

無所属
（長橋一弘議員）

計
（20 名）

収
入
内
訳

政務活動費補助金 2,520,000 2,160,000 1,080,000 720,000 360,000 360,000 7,200,000

雑入（預金利息） 10 8 6 4 1 0 29

収入合計 2,520,010 2,160,008 1,080,006 720,004 360,001 360,000 7,200,029

支
出
内
訳

調査研究費 1,520,436 1,471,934 0 79,940 0 0 3,072,310

研修費 614,996 399,960 10,000 130,384 99,524 313,080 1,567,944

広報費 0 0 602,371 0 0 0 602,371

広聴費 0 0 0 0 0 0 0

要請・陳情活動費 0 0 0 0 0 0 0

会議費 0 0 0 0 0 0 0

資料作成費 159,462 166,306 5,294 78,194 1,980 30,408 441,644

資料購入費 0 44,880 58,380 49,242 34,020 15,734 202,256

人件費 0 0 0 0 0 0 0

事務所費 0 0 0 0 0 0 0

支出合計 2,294,894 2,083,080 676,045 337,760 135,524 359,222 5,886,525

返　還　金 225,116 76,928 403,961 382,244 224,477 778 1,313,504

各会派から令和元年度政務活動費の収支報告が提出されましたので、
収支の状況をお知らせします。

令和元年度政務活動費収支報告
令和2年
（2020年）

5

　

第
２
回
臨
時
会
が
５
月
１
日
に
開
か
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
臨
時
会
で
は
、「
三
条
市
後
期
高
齢
者

医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

な
ど
の
条
例
案
件
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
緊
急
経
済
対
策
に
お
い
て
措
置
さ
れ
る

国
の
補
正
予
算
を
活
用
し
た
特
別
定
額
給
付

金
等
の
給
付
に
係
る
経
費
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ

「
令
和
２
年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」

約
99
億
１
１
５
０
万
円
な
ど
８
件
が
上
程
さ

れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、全
て
原
案
の
と
お
り
可
決

ま
た
は
承
認
し
ま
し
た
。

　政務活動費は、地方議会議員の市政等に関する調査研究に資するための必要な経費の一部として、会派または
議員に対し交付される金銭的給付です。三条市では、市議会における会派に対して、議員１人当たり月額３万円を
年度当初に一括で交付しています。
　この支出に当たっては使途基準に従って行われ、使途の透明性を図るため、支出したもの全ての領収書の提
出が必要になっています。

議　案　賛　否　一　覧 ○：議案に対して賛成　×：議案に対して反対

無

所

属

公
明
党
議
員
団

日
本
共
産
党
議
員
団

清
風
ク
ラ
ブ

自
由
ク
ラ
ブ

会　  　派　　 名
(下段は所属議員数）

議　　　　案

区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 審査した委員会 7 6 3 2 2
 〔市長提出〕

条　
例

議第１号 三条市後期高齢者医療に関す
る条例の一部改正について

新潟県後期高齢者医療広域連合条例の一部改正に伴い、後期高齢
者医療に係る新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給が
行われることから、本市において当該傷病手当金の申請書の受付事
務を行うため、必要な改正を行うもの 
施行期日：公布の日

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第２号 三条市国民健康保険条例の一
部改正について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当該感染症
に感染し、又は感染が疑われる被保険者が休みやすい環境を整備す
るため、当該被保険者の属する世帯の世帯主に傷病手当金の支給を
行うことから、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日（傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１

日から規則で定める日までの間にある場合について適用）

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

予　
算

議第３号 令和２年度三条市一般会計補
正予算

新型コロナウイルス感染症への対応に係る国の補正予算を活用し、
特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金を給付するほか、
感染症対策により影響を受ける事業者に対する支援を拡充し、雇用
の維持や事業継続支援等を行うとともに、感染拡大防止に必要な物
資の購入等について、必要な予算措置を行うもの 
補正額 　　　99億1,152万9,000円 
補正後の額   615億84万1,000円

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第４号 令和２年度三条市国民健康保
険事業特別会計補正予算

被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等に休みやすい
環境を整備するため、国の予算を活用して、対象となる被保険者の属
する世帯の世帯主に対して傷病手当金を支給するため、必要な予算
措置を行うもの 
補正額 　　　　　　　　　75万円 
補正後の額 　　　85億6,125万円

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

報　
告

報第１号
専決処分報告について 

（三条市税条例等の一部改正
について）

地方税法等の一部を改正する法律が令和２年３月31日に公布され、
同年４月１日から施行されたことに伴い、これに準じ、改正したもの 
専決処分日：令和２年３月31日 
施行期日：令和２年４月１日

○ ○ ○ ○ ○ 承　
認

報第２号
専決処分報告について 

（三条市国民健康保険税条例
の一部改正について）

地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年３月31日に公布
され、同年４月１日から施行されたことに伴い、これに準じ、改正した
もの 
専決処分日：令和２年３月31日 
施行期日：令和２年４月１日

○ ○ ○ ○ ○ 承　
認

報第３号
専決処分報告について 

（令和元年度三条市一般会計補
正予算）

国の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」に係る補助金
等を活用し、保育所等における消毒等の感染拡大防止に必要な物資
の購入や、学校の臨時休業に伴い中止した給食の食材費の負担を行
うほか、医療機関や介護施設等に配布する消毒液等の購入や寄附採
納に伴う財政調整基金への積立てについて、必要な予算措置を行っ
たもの 
補正額  　　　　　7,719万1,000円 
補正後の額 548億6,499万5,000円 
専決処分日：令和２年３月31日

○ ○ ○ ○ ○ 承　
認

報第４号
専決処分報告について 

（令和２年度三条市一般会計補
正予算）

新型コロナウイルス感染症対策により影響を受ける接客を伴う飲食
店の事業者に対し、国の雇用調整助成金の上乗せ補助による雇用の
維持や家賃補助等の事業継続支援を行うほか、緊急事態宣言発令地
域からの転入者等の待機場所を確保するとともに、学校の臨時休業
に備え遠隔教育を可能にする環境を整備するため、必要な予算措置
を行ったもの
補正額 　　　　　3,861万2,000円
補正後の額 515億8,931万2,000円
専決処分日：令和２年４月14日

○ ○ ○ ○ ○ 承　
認

議

決

結

果
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2日(水)

4日(金)

7日(月)

8日(火)

9日(水)

10日(木)

11日(金)

14日(月)

15日(火)

16日(水)

17日(木)

23日(水)

25日(金)

本会議[決算審査特別委員会設置、提案説明]

本会議[大綱質疑～委員会付託]

本会議[一般質問]

本会議[一般質問]

本会議[一般質問]

市民福祉常任委員会

経済建設常任委員会

総務文教常任委員会

決算審査特別委員会（市民福祉分科会）

決算審査特別委員会（経済建設分科会）

決算審査特別委員会（総務文教分科会）

決算審査特別委員会

本会議[委員長報告～採決]
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議
会
日
誌

西沢慶一議員　　阿部銀次郎議員

4月
13日
16日

   
20日
23日
24日
30日

5月
1日

12日
22日
29日

6月
3日

8日

12日

15日

16日
17日
18日
19日

22日
23日
24日

25日
29日

30日

議会報編集委員会
議会運営委員会
全員協議会
議会報編集委員会
議会報編集委員会
議会運営委員会
議会運営委員会

第２回臨時会
総務文教常任委員協議会
各派代表者会議
各派代表者会議
各派代表者会議
北信越市議会議長会表彰状伝達式

市民福祉・総務文教・経済建設常任委員連合協議会
総務文教常任委員協議会
各派代表者会議
議案概要説明会
議会運営委員会
議会運営委員会
各派代表者会議
本会議[全国市議会議長会表彰状伝達式、議会
運営委員・各常任委員選任]
本会議[提案説明]
本会議[大綱質疑～委員会付託]
本会議[一般質問]
本会議[一般質問]
議会運営委員会
本会議[一般質問]
市民福祉常任委員会
経済建設常任委員会
経済建設常任委員協議会
各派代表者会議
総務文教常任委員会
各派代表者会議
議会運営委員会
本会議[委員長報告～採決]

　６月定例会の初日に、永年にわたり市政の発展に尽力された功績を称え、全国市議会議長会からの
議員在職25年以上の特別表彰が阿部銀次郎議員、西沢慶一議員に、議員在職10年以上の一般表彰が
山田富義議員、坂井良永議員、岡田竜一議員および名古屋豊議員にそれぞれ伝達されました。

議員
表彰

名古屋豊議員　岡田竜一議員　坂井良永議員　山田富義議員

この印刷物は、植物油インクと
再生紙を使用しています。
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